
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

　
　

お
知
ら
せ

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

認
定
証
の
更
新　

　

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
認
定
証
）の
有
効
期
限
は
、
平

成
28
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。
現
在
認
定
証
を
交

付
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
７
月

中
旬
に
申
請
書
を
お
送
り
し
ま

す
の
で
、
８
月
以
降
も
引
き
続

き
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、
町

民
生
活
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
８
月
以
降
に
入
院
ま
た

は
高
額
な
外
来
診
療
の
予
定
が

な
い
方
は
、
再
度
申
請
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
今
後
入
院
な
ど
に
よ
り

新
た
に
認
定
証
が
必
要
と
な
る

方
は
、
町
民
生
活
課
で
申
請
の

上
、交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

認
定
証
の
更
新
に
お
い
て

は
、
平
成
27
年
分
の
所
得
を
基

に
区
分
判
定
を
行
い
、
こ
の
区

分
に
応
じ
て
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
限
度
額
が
決
定
し
ま

す
。
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
で
未
申
告
の
方
が

い
る
場
合
は
、
上
位
所
得
と
し

て
判
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
認
定
証
の
区
分
は
、
申
告

の
修
正
や
加
入
者
の
異
動
に
よ

り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　

な
お
有
効
期
限
が
切
れ
た
認

定
証
は
、
８
月
１
日
以
降
、
町

民
生
活
課
へ
返
却
し
て
く
だ
さ

い
。

【
新
し
い
認
定
証
】

有
効
期
限
…
平
成
29
年
７
月
31
日

【
古
い
認
定
証
】

有
効
期
限
…
平
成
28
年
７
月
31
日

問
町
民
生
活
課

☎
７
２
︲
６
９
３
３

高
齢
受
給
者
証
の
更
新　

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
、
70
歳
か
ら
74
歳
の
方
に
交

付
し
て
い
る「
高
齢
受
給
者
証
」

の
有
効
期
限
が
平
成
28
年
７
月

31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
新
し
い「
高
齢
受
給
者
証
」

を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関

な
ど
で
診
療
を
受
け
る
際
は
、

保
険
証
と
新
し
い「
高
齢
受
給

者
証
」を
窓
口
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。
自
己
負
担
割
合
は
、

平
成
27
年
中
の
所
得
に
よ
り
変

更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　

な
お
有
効
期
限
が
切
れ
た

「
高
齢
受
給
者
証
」は
、
８
月
１

日
以
降
、
町
民
生
活
課
へ
返
却

し
て
く
だ
さ
い
。

【
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
】

有
効
期
限
…
平
成
29
年
７
月
31
日

【
古
い
高
齢
受
給
者
証
】

有
効
期
限
…
平
成
28
年
７
月
31
日

問
町
民
生
活
課

☎
７
２
︲
６
９
３
３

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
な
ど
の
更
新　

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
が
現
在
お
使
い

の「
被
保
険
者
証（
保
険
証
）」

は
、
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い

保
険
証
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
の
で
、
８
月
１
日
以
降
は

新
し
い
保
険
証
を
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。

　

ま
た「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証（
認
定

証
）」の
更
新
も
行
い
ま
す
。
有

効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
の
認

定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

で
、
引
き
続
き
該
当
に
な
る
方

に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
認

定
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
有
効
期
限
が
切
れ
た
保

険
証
な
ど
は
、８
月
１
日
以
降
、

町
民
生
活
課
ま
で
返
却
し
て
く

だ
さ
い
。

【
新
し
い
保
険
証
・
認
定
証
】

有
効
期
限
…
平
成
29
年
７
月
31
日

【
古
い
保
険
証
・
認
定
証
】

有
効
期
限
…
平
成
28
年
７
月
31
日

問
町
民
生
活
課

☎
７
２
︲
６
９
３
３

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給

者
証
の
更
新　

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る「
ひ

と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
者

証
」の
有
効
期
限
が
平
成
28
年

７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
。
８
月
１
日
以
降
も
引
き
続

き
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
た

め
に
は
、
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
左
記
の
日
程
で
更
新

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
受
給
者
の
方
に
は
個
別

に
案
内
通
知
を
し
て
い
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◇
受
付
日
時

　

７
月
26
日
㊋
・
28
日
㊍

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
15

分
ま
で

　

７
月
27
日
㊌

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で

◇
受
付
場
所

　

子
育
て
支
援
課（
旧
教
育
課

事
務
所
）小
野
新
町
字
中
通
２

◇
必
要
な
も
の

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給

資
格
登
録
更
新
申
請
書

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給
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